
総務部　における随意契約の実績　　（平成27年度２／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由 その他

1
自治研修
所

第50回管理者
特別研修に係
る業務委託

平成27年
7月8日

1,500,000
株式会社時事通信社　那
覇支局

沖縄県那覇市泉﨑１丁目
１４番８号

第167条の２
第１項第２号

管理者特別研修は、本庁課長級以上の職にあ
る職員を対象にしており、県政の基本的課題の
解決に向けて、管理者として必要な幅広い視野
と豊かな識見を養い、総合的判断能力の向上
を図ることを目的としている。その目的を達成す
るためには、講演者の実績はもとり、講演者の
持つ影響力が大きく関わってくるため、本業務
については、価格のみ競争入札は適さない。左
記事務所の講師に登録されている寺島実郎氏
については、県の21世紀ビジョンに掲げた「アジ
ア経済戦略構想」等について助言や提言をする
など本業務の目的に最も合致した履行を期待
できるものであり、本講師が登録されている左
記事業者と随意契約するものである。

特命随意
契約

2

行政管理
課
総務事務セ
ンター

沖縄県給与ﾈｯﾄ
ﾜｰｸｼｽﾃﾑ改修
業務（番号制度
対応）

平成27年
9月1日

1,850,040 株式会社　国建システム
那覇市久茂地１丁目２番
20号

第167条の２
第１項第２号

当該会社がグレードアップ開発委託を受けてい
ることから、システムエンジニアは本県給与制
度及び給与事務に精通しており、給与制度改
正に伴う修正作業等の保守業務がスムーズに
対応できる。
また、システムの開発から運用まで責任を持っ
て一貫して対応することにより、　システムの安
全性が保たれる。

特命随意
契約

3 管財課

沖縄県公共施
設等総合管理
計画策定支援
業務

平成27年
7月15日

17,820,000

株式会社ホープ設計・八
千代エンジニヤリング株
式会社沖縄事務所共同
企業体

①株式会社ホープ設計
②八千代エンジニヤリン
グ株式会社沖縄事務所

①沖縄県那覇市首里赤
田町３丁目５番地
②沖縄県那覇市久茂地３
丁目21番１号

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ、１社から応募があった。本プロポーザルの
審査会において、企画提案書を審査した結果、
一定の評価水準を満たしていると判定されたた
め、契約の相手方として選定した。

4 管財課
沖縄県有地売
払業務委託

平成27年
9月10日

7,345,946
(支払限度額)

ＹＯＵハウジング　下地聡
浦添市伊祖二丁目21番
16号　ラ・パティオ１－Ｄ

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により企画提案公募を行った
ところ、２社から応募があり、審査要領に基づ
き、各社の企画提案内容等を審査会において
審査し、総合判定の結果、当該業者を最優秀
提案者として選定したことから、当該業者と契
約を締結した。



総務部　における随意契約の実績　　（平成27年度２／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由 その他

5
宮古事務
所総務課

宮古合同庁舎
１階官公労事
務所及び普及
課会議室空調
機取替修繕業
務

平成27年
7月13日

1,872,018 大和電工株式会社
那覇市若狭３丁目４５番１
０号

第167条の２
第１項第６号

本業務は不具合の生じた空調機の取替え・修
繕業務であり、労働安全衛生上早期の修繕が
求められる業務である。当該業者は、空調機の
年間保守点検業務を受託しているところであり
機器に精通しており、修繕にかかる履行期間が
他業者に比べて短く済むこと、空調機の製造元
メーカーの傘下企業であるため修繕に係る経
費の縮減が可能であること、また修繕後の保守
点検を引き続き行うこと等の理由があったた
め、契約相手方とした。

6
宮古事務
所総務課

宮古合同庁舎
非常用発電機
巻線焼損巻替
修繕業務

平成27年
7月17日

5,675,292
ヤンマー沖縄株式会社宮
古支店

宮古島市字荷川取645-
10

第167条の２
第１項第６号

本業務は停電時に稼働し電気を供給する非常
用発電機の修繕業務であり、早急な修繕と修
繕までの代替設備の手配が必要な業務であ
る。宮古島内で代替設備となる仮設発電機の
手配を早急に行うことが出来るのがヤンマー沖
縄㈱だけであったことと、当該発電機の年間保
守点検業務を受託していたことから当該発電機
に精通しており修繕にかかる履行期間が短く済
むこと、他社と比較した際に金額面においても
安価であったことから、当該業者を契約相手方
とした。


